
ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰの放射線防護対策・電源対策

PAZ

UPZ

宮城県女川ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ（女川町）

（発電所からの距離約7km）

おながわ おながわちょう

（整備中）

 宮城県女川ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰは、免震構造、鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造3階建ての構造として整備中。
 放射線防護対策

・放射性物質除去ﾌｨﾙﾀｰ・換気設備・除染設備を整備予定。
 電源対策

・無停電電源装置、自家用発電機を設置予定（3日間分の電源を確保）。
・自家用発電機の燃料不足時には、電源車用電源受け口より、東北電力が用意する電源車で継続

して電源を供給予定。

○保健環境ｾﾝﾀｰ・環境放射線監視ｾﾝﾀｰ
(仙台市)：約54㎞

（自家用発電機により、約３日間稼働）

○大崎合同庁舎 (大崎市)：約49㎞
（自家用発電機により、約２日間稼働）

※距離はいずれも発電所からの直線距離

仮にｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰが機能不全に陥った場合も、
代替ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ(予定)に移動し対応可能

おおさきしおおさき

せんだいし

おながわ
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※ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰの運用開始

まで、暫定的に運用。



 一般回線が通信不全の時には、原子力災害対策用に整備されているTV会議回線を含む専用通信
回線を使用し、更に専用通信回線が不全の場合は、衛星回線を使って、連絡体制を確保。

 その他、中央防災無線、衛星携帯電話などを使用し、連絡体制を確保。

連絡体制の確保

宮城県女川ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ

宮城県庁
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おながわ 原子力災害対策本部等の
国の機関

県防災情報ﾈｯﾄﾜｰｸ（地上系・衛星系）防災行政無線

統合原子力防災ﾈｯﾄﾜｰｸ 衛星回線

防災ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰ

地域衛星通信ﾈｯﾄﾜｰｸ

中央防災無線

衛星携帯電話

関係市町
消防機関

自衛隊部隊

＜一般回線及び専用通信回線が使用不能の場合＞

(携帯・可搬)
移動局



住民への情報伝達体制

 防護措置（避難、屋内退避、一時移転、安定ﾖｳ素剤の服用指示等）が必要になった場合は、原子力
災害対策本部等から、宮城県及び関係市町に、その内容をＴＶ会議等を活用し迅速に情報提供。

 関係市町は、防災行政無線、広報車等を活用し、住民へ情報を伝達。

原子力災害対策本部
（首相官邸）

TV会議等を活用し迅速
に情報伝達

情報伝達

住 民

宮城県、関係市町

＜関係市町が整備する住民への主な情報伝達手段の例＞

防災行政無線等
（屋外放送設備）

防災行政無線等
（戸別受信機）

広報車

防災行政無線
（市町からの発信）

●●市

●●市

●●地 ●●地

緊急速報ﾒｰﾙｻｰﾋﾞｽ
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観光客等一時滞在者への情報伝達体制

施設内館内放送
館内掲示等

 宮城県及び関係市町は、PAZ及びUPZ内の観光客等一時滞在者に対し、警戒事態で、帰宅等の呼
びかけを行う。

 宮城県及び関係市町は、防災行政無線、CATV、緊急速報ﾒｰﾙｻｰﾋﾞｽ、広報車等により観光客等一
時滞在者に情報を伝達（18頁と同様）。

 その後、事態の進展に伴い、防護措置（避難、屋内退避、一時移転、安定ﾖｳ素剤の服用指示等）が
必要になった場合は、国の原子力災害対策本部等から、宮城県及び関係市町に、その内容をTV会
議等を活用し迅速に情報提供し、観光客等一時滞在者に伝達。

宿泊施設
（ﾎﾃﾙ・旅館・民宿等）

観光協会

宮城県、関係市町

観光客等の一時滞在者

防災行政
無線

緊急速報
ﾒｰﾙｻｰﾋﾞｽ

広報車

ﾃﾚﾋﾞ・ﾗｼﾞｵ

2019/6/26 午後4:20
緊急情報

（○○市・町）です。先ほどの地震に

よる影響について、女川原子力発電

所の安全確認を行っています。現在、

放射性物質の放出は確認されてい

ませんが、今後、避難等を行ってい

ただく可能性があります。観光客等

一時滞在者の皆様は、避難等の準

備をするため、帰宅や宿泊先に戻る

などしてください。住民の皆様も、現

在のところ避難や屋内退避を行う必

要はありません。県や市町の情報に

注意し、落ち着いて行動してください。

（○○市・町）

受信ﾒｰﾙ

【緊急速報ﾒｰﾙｻｰﾋﾞｽ（ｲﾒｰｼﾞ）】
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国の広報体制

20

 迅速かつ適切な広報活動を行うため、事故情報等に関する中央での記者会見は官邸（内閣官房長
官が会見を行い、原子力規制委員会委員等が技術的な内容等を補足説明）において実施。

 現地での記者会見については、ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰにおいて実施。
 必要に応じ、在京外交団等に情報提供を行うとともに、在外公館を通じて各国政府等にも情報提供。

【主な広報事項】

①事故の発生日時及び概要

②事故の状況と今後の予測

③原子力発電所における対応状況

④行政機関の対応状況

⑤住民等がとるべき行動

⑥避難対象区域及び屋内退避区域

一元的に情報発信を行うことができる体制
を構築するとともに、発信した情報を共有

【情報発信のｲﾒｰｼﾞ】
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